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市民協働及び共創の推進に関する条例について 

 

 

 

１ 条例制定の目的 

市では、平成２６年５月に「市民協働の推進に関する基本方針」を策定し、平

成２６年１０月の市政施行６０周年記念式典において「市民協働都市」を宣言し

て以降、市民協働の拠点となる市民活動センタープラッツの開館をはじめ、幅広

い市民活動のサポートに積極的に取り組んでまいりました。 

また、令和４年度からは市民協働に関わる主管課名称を「協働推進課」から

「協働共創推進課」に変更し、これまでの「協働」に加え、「共創の窓口」の開設

や令和５年度からは「価値共創促進事業」などの新たな「共創」の取組にも着手

しているところです。 

本年は、市制施行７０周年を迎えるとともに、「市民協働都市宣言」から１０年

の節目を迎える年でもあることから、これまでの市民協働の取組を更に発展さ

せ、次の段階として、協働及び共創に係る姿勢を市内外に広く発信し、より多く

の市民に自発的に市民協働に取り組んでいただくため、「市民協働及び共創の推進

に関する条例（仮）」の制定を進めるものです。 

 

２ 条例の種別 

  市民協働を更に推進するに当たり、市内外へのＰＲに重きを置くため、基本理 

念や多様な主体の責務・役割等を中心に規定する「理念中心型条例」とします。 

 

３ 条例の方向性（案） 

  従来の「市民協働の推進に関する基本方針」の内容を基本としつつ、推進会議

における意見を反映し、新たに推進すべき「共創」の要素を加える必要があるこ

とから、「協働」及び「共創」の定義についてご審議をお願いいたします。 

（参考資料：資料６－４「府中市市民協働及び共創の推進に関する条例（案）」

の修正点等について「１ 令和５年度第２回府中市市民協働推進会議における意

見と対応案」No.１４） 

【定義（案）】 

 協働：多様な主体が相互の立場や特性を認め、対等の立場で、それぞれの役

割を果たし、公益的な目的のために連携・協力すること 

共創：多様な主体が協働することにより、これまでにない新しい公益的価値

を創るとともに、参画する主体自身にも新たに価値が還元されること 

   （参考）資料６－２ 共創イメージ参照 

  

 



５ 今後の予定 

日程 内容 

４月２６日 第１回市民協働推進会議 条例の方向性（案）等の審議 

５月３１日 第２回市民協働推進会議 具体条文案の審議 

６月２８日 第３回市民協働推進会議 答申内容の審議 

７月３日まで 答申 

９～１０月 パブリックコメント実施（３０日以上） 

１２月 第４回市議会定例会 条例案を提出 

令和７年１月 条例制定・施行 

 


